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消火栓標識広告とは

 日本全国の公道上に立っている消火栓の位置を示す標識柱のことです。

 その目的は、火災の時に消防車や消防団へ消火栓の位置を示したり、

車のドライバーに駐停車禁止の場所を教えることです。

 その公共性の高い標識柱に広告看板を取り付けています。

 消火栓そのものは、消防車がホースをつなぎ放水をおこなう為のものなので、当社の所有物ではありませんが消火
栓標識柱に関しては消防庁からの委託を受け当社で管理を行っています。その維持費用は看板の広告収入により
賄っています。

公道上に掲出する事ができる数少ない広告

 公道上に掲出するには各許可書が必要ですが、消火栓広告は道路占用、

道路使用及び屋外広告物等のすべての許可を得た正規の広告です。

例えば……

 店舗や施設の場所がわかりづらい

 大通り・人通りの多い場所から自動車・人を誘導したい

 一定の地域(範囲)で認知度を上げたい

など……

道路上に出せるPR・誘導版として様々な目的でご活用いただけます。

消火栓標識広告について



■道路上で訴求できる数少ない広告

■特定地域への訴求

■地域に密着した防災活動に貢献

公道上に掲出するには各許可書が必要ですが、消火栓広告は道路占用、

道路使用及び屋外広告物等のすべての許可を得た正規の広告です。 

ご協賛金により消火栓標識の維持管理をしているので、地域の防災活動に貢献。

リーズナブルな価格で企業のＣＳＲ活動にも最適です。

ＣＳＲ

集客誘導効果

潜在的認知度促進

特定地域のいたるところに貴社・貴店の看板を掲出することで、多数の人が目にし、店を探している人にはすぐに役立ち、

日々その道を通る人にはじっくりと認知浸透していきます。

また、地図が苦手な女性には特に効果を発揮します。

【道端でふと目に留まる】気配り・心配りの媒体

このような課題を解決できます

■特定地域の人々へアプローチをかけていきたい
■来場者へ所在地をわかりやすく誘導したい
■競合との差別化を図りたい
■イメージアップを考えている

消火栓標識広告のメリット



サンプル写真

4



例えばこんな活用法～初めていく場所編～

スマートフォンの地図やナビアプリのサポートとして、街中の看板が役立ちます。



例えばこんな活用法～広域にPR編～

街中の至る所に貴社・貴店の広告を掲出し、

特定のエリアをジャックする施策で「認知度向上」へと導きます。



看板の視認性を保つため、路上の樹木を剪定する事が出来ます。

 弊社での定期的な点検の他、剪定のご要望があれば随時すぐにご対応させていただきます。

 枝葉を切ることは可能ですが、木の幹を切ることは出来ません。

樹木の剪定について



看板向きの変更について

お客様のご意向で看板の向きを変えることが出来ます。

 より交通量の多い通りに看板を向けることが出来ます。

 一部地域では看板を車道に向け、車誘導に適した標識にすることが出来ます。(神奈川・静岡・他)

例)横断歩道を渡る方(信号待ちをしている方)へ向けての看板にする



標識の新設について

消火水利があれば、標識を新しく建てて看板を入れる事が出来ます。

 新設標識の広告料も年間75,000円～120,000円の範囲となります。

 お申し込みをいただいてから、弊社より各機関に申請します。

 お申し込みから標識の新設・看板設置まで約３～６か月程かかります。

 現地調査の結果、許可が下りずご希望の場所に標識が建植できない場合もございます。その際は契
約解除とさせていただきます。費用は発生致しません。

消火水利



広告料金及び契約内容

 標識の設置場所や地域などの条件により料金は異なります。

契約について

 原則として３年契約とします。看板掲出期間は看板取り付け日から３年間とします。

 料金は個別に設定されていますのでその都度、問合せください。看板掲出と同時に初年度分
をお支払いいただき、２年目以降も１年分ずつ前払いでお願いいたします。

 期間途中の解約はできません。諸事情により期間中にやむなく解約に至る場合はお話合いの
うえ、費用分担をお願い致します。

 写真製版や特殊なデザインが必要な看板は別途、看板代等を頂きます。また、お客様のご都
合により契約期間中にデザインを変更される場合は看板代、作業代、各種手数料がかかりま
す。

 消火栓の廃止または移転により標識を撤去しなければならない時は広告掲出も終了させてい
ただき、料金は期日割りで清算いたします。

 期間終了２カ月前までに、双方別段の意思表示が無ければ契約は１年ごとに自動更新される
ものとし、以降これに準じます

当社の消火栓標識１本１本
について、対人２億円、対物
５００万円の保険に加入し、
お客様には一切御心配をお
かけしないよう万全の対策を
講じております。

広告料金

「年間」掲載料：65,000～120,000円（税別）

看板制作費・道路占用料・各種許可手数料・
メンテナンス料・保険料などの経費も含んでいます。



幅広い管轄エリアでご提案させていただきます

当社管轄エリア

【関東地方】

東京都 埼玉県 千葉県

神奈川県(横浜市を除く)

栃木県

群馬県

【東海地方】

静岡県

愛知県(名古屋市を除く)

【東北地方】

山形県

宮城県

【千葉管轄】
約6000箇所

【東京管轄】
約20000箇所

【多摩管轄】
約5000箇所

【埼玉管轄】
約4000箇所

【北関東管轄】
約6000箇所

【仙台管轄】
約3000箇所

【神奈川管轄】
約4000箇所

【静岡管轄】
約4500箇所

【東海管轄】
約6000箇所



消火栓広告のデザイン例

消火栓広告をご利用いただいているお客様の看板デザインです。
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消火栓広告をご利用いただいているお客様の看板デザインです。



現在ご利用いただいているお客様の看板デザインです。
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